
 

 

 

大分市再生可能エネルギー発電設備の設置等に関する要綱を次のように定め

る。 

  令和３年３月１０日 

大分市長 佐 藤 樹一郎     

 

大分市再生可能エネルギー発電設備の設置等に関する要綱   

（目的） 

第１条 この要綱は、市内において一定規模以上の再生可能エネルギー発電設

備の新設又は増設を行う設置事業者並びに発電設備による発電及びその売電

を行う発電事業者に対する指導等について基本的な事項を定めることで、事

業者が、事業区域及びその周辺地域において良好な自然及び景観の確保並び

に環境の保全について適正な配慮を行うとともに、事業者が地元自治会その

他関係者に対して設置事業又は発電事業に係る計画の概要を明らかにするこ

とにより、事業者と地元住民等の良好な関係の構築に資することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴ 発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特

別措置法（平成２３年法律第１０８号）第２条第３項に規定する再生可能

エネルギー発電設備であって、次条に規定する規模以上のものをいう。た

だし、事業区域において一般住宅、事業所等で自家消費を主な目的とする

ものを除く。 

⑵ 設置事業 発電設備を新設し、又は増設する事業（土地の権利の取得、樹



 

 

 

木の伐採、造成、工事等設置に係る行為の全てを含む。）をいう。 

⑶ 設置事業者 設置事業を行う者をいう。 

⑷ 発電事業 発電設備による発電及びその売電をする行為をいう。 

⑸ 発電事業者 発電事業を行う者をいう。 

⑹ 事業者 設置事業者及び発電事業者をいう。 

⑺ 事業区域 設置事業を実施しようとする区域をいう。 

⑻ 地元自治会 事業区域及び設置事業により影響を受ける区域に存する自

治会、町内会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づき

形成された団体をいう。 

（指導の対象とする事業の規模） 

第３条 この要綱の規定による指導の対象とする発電設備の規模は、次に掲げ

るものとする。 

⑴ 太陽光発電設備にあっては、その出力が５０ｋＷ以上のもの 

⑵ 風力発電設備にあっては、その出力が２０ｋＷ以上のもの 

⑶ 水力発電設備にあっては、その出力が２０ｋＷ以上のもの 

⑷ 地熱発電設備にあっては、その出力が５０ｋＷ以上のもの 

⑸ バイオマス発電設備にあっては、その出力が５０ｋＷ以上のもの 

⑹ 発電設備と既に設置され、又は設置のための工事が行われている発電設 

備の出力の合計が前各号に該当するもの 

（指導指針） 

第４条 市長は、事業者が次に掲げる事項に努めるよう、事業者に指導を行う

ものとする。 

⑴ 設置事業及び発電事業において関係法令等を遵守するほか、事業区域及

びその周辺地域において良好な自然及び景観の確保並びに環境の保全につ



 

 

 

いて適正な配慮を行うとともに、公害及び災害を防止し、地元住民等と良好

な関係を保つこと。 

⑵ 設置事業及び発電事業の実施に伴い公害及び災害が発生したときは、速

やかに市長への報告を行うとともに、迅速かつ誠実に対応すること。 

⑶ 設置事業及び発電事業に起因する市民の生活環境に係る苦情等が寄せら  

れたときは、迅速かつ誠実に対応すること。 

⑷ 別表の左欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の右欄に掲げる事項に配慮

すること。ただし、他の法令等の規定により義務付けられたものがあると

きは、当該義務の履行に支障のないよう行うこと。 

（届出等） 

第５条 市長は、事業者に対し、設置事業の概要が明らかになった時点で、大

分市再生可能エネルギー発電設備設置事業計画届出書（様式第１号）に関係

書類を添えて市長に提出するよう求めるとともに、地元自治会に対して説明

会を開催し、適正な情報の提供及び住民等の不安の解消に努めるよう求める

ものとする。この場合において、市長は、事業者に対し、当該説明会の開催日

時及び場所を事前に市長に報告するよう求めるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、事業者が既に前項に規定する説明会を開催し、

第４項に規定する大分市再生可能エネルギー発電設備設置事業完了届を提出

した事業者が、当該完了届に係る事業区域に、第３条第１号から第５号まで

に規定する規模未満の設備を増設しようとする場合は、市長は、事業者に対

し、前項に規定する説明会の開催を求めないものとする。 

３ 市長は、事業者に対し、第１項に規定する説明会を開催した日から１５日

以内に、地元自治会の確認を受けた大分市再生可能エネルギー発電事業説明

会報告書（様式第２号）に関係書類を添えて市長に提出するとともに、当該説



 

 

 

明会で寄せられた、良好な自然及び景観の確保並びに環境の保全に関する意

見を事業の計画に反映するよう求めるものとする。ただし、当該地元自治会

による確認が難しいと市長が認めたときは、市長は、事業者に対し、当該確認

を省略させることができる。 

４ 市長は、事業者に対し、設置事業が完了した日から３０日以内に、大分市

再生可能エネルギー発電設備設置事業完了届（様式第３号）に関係書類を添

えて市長に提出するよう求めるものとする。 

５ 市長は、事業者に対し、発電設備を廃止する日の３０日前までに、大分市再

生可能エネルギー発電設備廃止届（様式第４号）を市長に提出するよう求め

るものとする。 

６ 市長は、事業者に対し、発電事業の名称、発電設備の設置場所の住所、発電

設備の出力、設置事業者、発電事業者及び保守点検責任者の名称及び連絡先

その他必要な事項を記載した管理看板を敷地内の見やすい場所に設置するよ

う求めるものとする。 

（指導及び助言） 

第６条 市長は、第４条の規定によるもののほか、この要綱の目的を達成する

ために必要があると認めるときは、事業者に対し、適切な措置を講ずるよう

指導又は助言を行うことができる。 

２ 市長は、事業者に対し、第４条及び前項の規定による指導を行ったときは、

処理状況報告書（様式第５号）を市長に提出するよう求めるものとする。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 



 

 

 

１ この要綱は令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に着手した事業については、第５条の規定は、適用

しない。  



 

 

 

別表（第４条関係）  

事業の区分 配慮事項 

設置事業全般  １ 山林、海岸、河川、湖沼等及びその周辺の景観を阻害することの

ないよう、発電設備の設置位置及び色彩に配慮すること。 

２ 希少野生動植物の個体及び生息環境又は生育環境の保全に努め

ること。 

３ 河川及び地下水脈の水量及び水質への影響を回避し、又は低減す

るよう努めること。 

４ 土地の形質変更は、必要最小限に努めること。 

５ 降雨による土砂等の流出を防止する措置を講ずること。 

６ 住宅地に近接する場所に発電設備を設置する場合は、電波障害、

圧迫感、騒音、悪臭、熱、反射、強風等が生じないように配慮し、

敷地境界から後退させて設置し、植栽等を設けて遮蔽する等の措置

を講ずること。 

７ 農地に近接する場所に発電設備を設置する場合は、営農に支障が

ないよう配慮すること。 

８ 道路に接する場所に発電設備を設置する場合は、道路の見通しを

妨げることのないよう敷地境界から後退させて設置する等の措置

を講ずること。 

９ 急傾斜地等防災上の危険が想定される区域及びその周辺への設

置は、極力避けること。 

１０ 排水を放流する場合は、汚濁負荷を低減する措置を講ずるこ

と。 

１１ 雨水及び排水を放流する場合は、放流先の施設管理者等と十分

に協議すること。 

１２ 立木等を伐採する場合は、環境の保全に配慮し、必要最小限に

留め、植生の保護に努めること。 

太陽光発電設

備の設置事業

又は発電事業  

発電設備は、低反射で有害物質を含有しないものを使用すること。 

  

風力発電設備

の設置事業又

発電設備から発生する騒音については、風力発電施設から発生する騒

音に関する指針について（平成２９年５月２６日環水大大発第１７０



 

 

 

は発電事業 ５２６１号）に定められた騒音レベルの指針値を超えないこと。また、

指針値を超えない場合であっても、極力騒音を小さくすること。 
  

バイオマス発

電設備の設置

事業又は発電

事業 

発電設備に起因する悪臭、害虫の発生等による自然及び生活環境への

影響を生じさせないよう配慮すること。  

 

 


